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1．はじめに

諸外国では，秘匿性と利用者のニーズを踏まえた
形で，公的統計(政府統計)ミクロデータの提供に
関して多様なチャンネルが存在する。

⇒公的統計データの提供状況は，個別具体的に
見ると，各国によって異なる様相を呈している。

↓
本報告では，最初に，イギリスを中心に，諸外国に
おける公的統計の二次的利用の現状とその方向
性を明らかにする。つぎに，わが国における公的
統計データの提供における将来的な方向性を探る
ことにしたい。
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2．欧米諸国における公的統計ミクロデータの
作成・提供の現状

(1) 匿名化ミクロデータ(anonymized microdata)の特徴
①複数のファイルの提供

1)一般公開型ファイル(public use file) or 学術研究用ファイル(scientific use 
file)
Ex. ドイツ，イタリア，イギリス，オランダetc.
＊イギリスのライセンス型ミクロデータ(End User Licensed Data)は学術研究
用ファイルとしての位置づけ。

＊＊オーストラリアやニュージーランドの匿名化ミクロデータファイル
(Confidentialised Unit Record Files=CURFs) は学術目的用ファイルとしての位
置付け(Basic CURFs, Expanded CURFs)
＊＊＊一般公開型ファイルについては,特定の目的に対する利用を想定し
たミクロデータが作成されているだけでなく(ex. イギリスの教育用ミクロデー
タ),国によっては提供形態が異なる場合がある。

・webからのダウンロードによる提供

アメリカ,イギリス etc.
・有料での一般公開型ファイルの提供

カナダ etc.
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2)世帯単位で抽出or 個人単位で抽出←世帯・人口系のデータ

・世帯単位で抽出されたミクロデータファイルは，階層型ファイルになってお
り，世帯構成員の属性が利用可能であるのに対して，個人単位で抽出され
たミクロデータファイルは，地域区分が詳細
Ex. アメリカ，イギリス，カナダetc.
＊オーストラリアの場合，世帯単位で抽出された抽出率の異なる(1％，5％)
人口センサスのミクロデータ(Census Sample Files (CSFs))が提供

3)データの種類
・世帯・人口系のデータ or 事業所・企業系のデータ

⇒一般に，人口センサスや労働力調査等，世帯・人口系の調査について匿
名化ミクロデータが作成されている。
＊イタリアの場合，企業データであるItalian innovation surveyが一般公開型
ファイルと学術研究用ファイルの両方で提供されている。
＊＊Eurostatの場合，企業データであるCommunity Innovation Surveyが，学
術研究用ファイルとして提供されている。

4)データの提供形態
・CD-ROM or ダウンロード←学術研究用ファイル
CD-ROM: オーストラリア，ニュージーランド，カナダ， オランダ， Eurostat etc.
ダウンロード: イギリス，イタリア etc.
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②匿名化ミクロデータの作成方法(Zayatz(2007), 伊藤(2016c))
匿名化ミクロデータの作成においては,データの特性や秘匿の程度に
応じて,様々な匿名化技法が適用される。
非攪乱的な手法

・データの削除(レコード削除,変数の削除,suppression)
・リコーディング(recoding)
・トップ(ボトム)コーディング(top(bottom)coding)
・地理的な閾値の設定

・分類区分の閾値の設定

攪乱的手法(パータベーション)
・スワッピング

・ノイズの付加

・丸め(ラウンディング)
・PRAM(=Post RAndomization Method)

＊オランダの場合，μ-Argusを用いて，public use microdata files が作成され
ている(Nordholt(2013))
＊＊Eurostatでは,合成データ(synthetic data)の方法論を用いてpublic use 
dataの作成に関する研究が行われている(de Wolf(2015))
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(2) オンデマンド型の提供システム(remote execution)
1) オンデマンド型の提供による出力結果

・リモート集計 のみ

StatLine(オランダ)， TableBuilder(オーストラリア)等
・モデル分析も可能

NESSTAR(イギリス等)
2)保管されるデータのタイプ

・集計表 or data cube(ex. StatLine(オランダ)，American    
FactFinder(アメリカ))

・ ミクロデータ(ex. NESSTAR(イギリス等), Data Ferrett(アメリカ),    
TableBuilder(オーストラリア)等) 
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(3) オンサイト施設による個票データのアクセス（on-site access)
１）オンサイト施設の場所

・統計作成部局(イギリス,カナダ,オーストラリア,ドイツ等)
・大学(リサーチデータセンター)(アメリカ,カナダ等)
・その他研究機関(ex, IAB(ドイツ))

２）利用可能な個票データの数と種類

・世帯・人口系のデータ だけでなく 事業所・企業系のデータもアクセス

可能

⇒事業所・企業系のデータについては,統計作成部局内のオンサイト

施設でのみアクセス可能な国も存在(例えば,カナダ等)
・行政記録データのアクセス可能性(ex. イギリスのADC(=Administrative 

Data Centre)
・統計調査間さらには統計調査と行政記録データにおけるリンケージの

可能性
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(4) リモートアクセス(remote access)
１）リモートアクセスに基づく個票データの利用

・プログラム送付集計型
ex. ルクセンブルク所得調査(Luxemburg Income Study)

・直接利用型
ex. イギリス，ドイツ，フランス，イタリア，オランダ，スウェーデン，

デンマーク，フィンランド，スロベニア，オーストラリア，
ニュージーランド等

２）どの組織が管理するのか
・統計作成部局(ex. オランダ,オーストラリア等)
・大学(ex.イギリス)

３）利用可能なデータの種類
・世帯・人口系のデータ
・事業所・企業系のデータやビジネスレジスターが利用可能な
国も存在(ex. イギリス)
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(1) ライセンサ型ミクロデータ(End User Lisence Data)の提供
⇒イギリスの代表的なデータアーカイブ機関であるThe U. K. Data Archive(UKDA)(エセック
ス大学)のUK Data Serviceにおいて提供サービスが行われている。
→労働力調査(LFS)等のサーベイミクロデータ，人口センサスのミクロデータ等

→オンデマンド型システムであるNESSTARを通じてアクセスすることも可能

(2) Public Use Fileの公開
⇒2011年人口センサスについては，人口センサスの教育用ミクロデータが提供

(3) オンサイト施設による個票データの提供サービス
⇒イギリス国家統計局(The Office for National Statistics=ONS)のVirtual Microdata
Laboratory(VML)のようなオンサイト施設において，公的統計の個票データが利用可能
＊LSデータ(ONS Longitudinal Study of England and Wales)もVMLにおいてアクセスすること
ができる。

(4) リモートアクセスに基づく個票データのアクセス
⇒ UK Data ServiceのSecure Labを通じて,リモートアクセスを行うことができる。
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3．イギリスにおける公的統計の二次的利用について
(伊藤(2011, 2012, 2014, 2016b))
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出所 伊藤(2016a)

図　イギリスにおけるミクロデータの提供形態に関する概略図
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参考 イギリスにおけるミクロデータの提供の位置付け
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参考 イギリス統計法第39条 個人情報の秘密保護

（伊藤（2012））

(中略)
(2)この条文における「個人情報(personal information)」とは，(法人を含

む)特定の個人と関連付けられ，およびその個人を識別する情報を意味

する。

(中略)
(4)条文(1)は以下の開示には適用されない。

(中略)
(i)承認された研究者(approved researcher)によって行われる場合

(5)条文(4)(i)の目的に関して，「承認された研究者」とは，統計研究の目

的のために，委員会によって保有される個人情報を取得することについ

て委員会が容認した者を意味している。

(以下省略)
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｢承認された研究者｣の資格を取得するための申請書には，主として
以下の事項の記載が求められる。
・研究目的

・個票データを利用する期間

・個票データの利用経験

・申請者の所属機関

・研究成果について公表する論文

＊個票データの利用申請は，原則イギリス国内の研究者に限定され
ている。大学院生は，個票データを使用することはできるが，プロジェ
クトに指導教員が関わっている必要がある。

⇒利用を希望する研究者は，特定の学術研究のプロジェクトに所属
していることが求められる。

＊イギリスでは，個票データの申請において具体的な集計様式や分
析モデルを記載することは求められない。

←LSデータ以外の個票データについては，分析のために最低限必要
な属性ではなく，調査票に含まれるすべての属性を利用することが可
能。
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オンサイト施設による個票データの提供
―VML―

・ Virtual Microdata Laboratory(VML)は2004年にONSに開設
(Ritchie(2008))
⇒現在， ONSのロンドン本部，ティッチフィールド支局とニューポート
支局を含む5か所に設置

・VMLにおいて，利用者は原データ(raw data)にアクセスすることは不
可能であり，個票データ(disclosive data, confidential data)にしかアク
セスすることができない。

・VMLのなかに，オンサイト施設であるsafe roomとリモートアクセス施
設が存在

⇒イングランド銀行を含む政府機関しか，VMLのリモートアクセス施
設を使用することができない。

・民間の研究者については，統計目的であればVMLで利用すること
ができる。政府機関の研究者も同様。

・ONSが実施している統計調査の個票データがアクセス可能
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リモートアクセスによる個票データのアクセス
―Secure Lab―

エセックス大学のU.K.データアーカイブにおいて，
ESRC(=Economic and Social Research Council)の資金提
供を受けたthe Secure Data Service(=SDS)というリモート
アクセス施設が創設⇒2011年にその運用が開始

・SDSは，UKDAにおいてデータの寄託，利用者の登
録・管理，さらにはデータの提供サービスを担ってきた
ESDS(=Economic and Social Data Service)等と統合

→2012年にUK Data Serviceが創設

⇒現在は，UK Data Service のthe Secure Labがリモート
アクセスのサービスを行っている。
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Five Safes modelについて
(Ritchie(2008),Desai et al.(2016))

Five Safes Model:2003年に考案されたモデルで,ヨーロッパだけでなく,
オーストラリアでも現在適用されているモデル
＊個票データ(confidential data)のアクセスは,以下の5つの基準に基づ
いて行われる。

①安全なプロジェクト(safe projects)
→妥当な統計目的のために個票データのアクセスが行われること。

②安全な利用者(safe people)
→研究者は個票データを適切に利用し,利用手続きに従うことについて,信頼されていること。

③安全なデータ(safe data)
→データそれ自体が,個体情報が露見しないデータであること。

④安全な施設(safe settings)
→個票データのアクセスに関する技術的な管理措置によって,容認されていないデータの移動が回避
可能なこと。

⑤安全な分析結果(safe outputs)
→統計分析の結果に個体情報が露見されるような結果が含まれないこと。

↓
安全な利用(safe use)
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安全な利用者(safe people)

個票データのアクセスにおいて,利用者に対
する「信頼」を重要視している。
・イギリスの場合,ONSが実施している統計調査の個票データ
を利用するためには,「承認された研究者(approved 
researcher)」の資格を取得する必要がある。

・個票データにアクセスするためには,個票データの利用に関
する法的根拠,利用手続き,分析結果の秘匿処理について特
別のトレーニングコースを受けることが求められる。

⇒個体情報を漏えいした場合の罰則規定に関する説明の

必要性
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安全な分析結果(safe outputs)

・分析結果に関する最終成果物(final output)については,ONSの
Virtual Microdata Laboratoryの担当職員やエセックス大学の
Secure Labの担当者が秘匿性に関するチェックを行った上で公表
することが可能になる。

⇒Principles-Based Approachの適用
・Rule of Thumbモデル
・原則として分析結果の公表の可否は,チェックを行う

担当者に委ねられていること
→分析結果のチェックに関する自動化は行わない。

・個票データの提供者側と利用者側の協力のもとで秘匿性が確保
されるだけでなく,それに基づきながら,分析結果が公共の利益
(public benefit)に資することが可能な形で個票データのアクセス
が行われる。
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「安全な」統計について

19

分析結果のタイプ 安全か安全でないか
度数表(Frequency tables) 安全でない
数量表(Magnitude tables) 安全でない
最大値，最小値，パーセンタイル(メディアンを含む) 安全でない
最頻値 安全
平均値，指数，比率，指標 安全でない
集中度(Concentration rations) 安全
分布に関する高次のモーメント(分散，共分散，尖
度，歪度を含む)

安全

グラフ，実際のデータに関する絵入りの表現
(pictorial representation)

安全でない

線形回帰モデルにおける回帰係数 安全

非線形回帰モデルにおける回帰係数 安全
推定値の残差 安全でない

推定値に関する要約統計量および検定統計量(R2,
カイ2乗値等)

安全

相関係数 安全

統計のタイプ

相関係数と回帰
分析

出所 Brant et al.(2010)

分析結果のタイプによって「安全な」タイプの統計か「安全でない」タイプの統計を類別することが可能
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						統計のタイプ トウケイ		分析結果のタイプ ブンセキ ケッカ		安全か安全でないか アンゼン アンゼン

								度数表(Frequency tables) ドスウ ヒョウ		安全でない アンゼン

								数量表(Magnitude tables) スウリョウ ヒョウ		安全でない アンゼン

								最大値，最小値，パーセンタイル(メディアンを含む) サイダイチ サイショウチ フク		安全でない アンゼン

								最頻値 サイヒンチ		安全 アンゼン

								平均値，指数，比率，指標 ヘイキンチ シスウ ヒリツ シヒョウ		安全でない アンゼン

								集中度(Concentration rations) シュウチュウド		安全 アンゼン

								分布に関する高次のモーメント(分散，共分散，尖度，歪度を含む) ブンプ カン コウジ ブンサン キョウブンサン センド ワイド フク		安全 アンゼン

								グラフ，実際のデータに関する絵入りの表現(pictorial representation) ジッサイ カン エイ ヒョウゲン		安全でない アンゼン

						相関係数と回帰分析 ソウカン ケイスウ カイキ ブンセキ		線形回帰モデルにおける回帰係数 センケイ カイキ カイキ ケイスウ		安全 アンゼン

								非線形回帰モデルにおける回帰係数 ヒセンケイ カイキ カイキ ケイスウ		安全 アンゼン

								推定値の残差 スイテイチ ザンサ		安全でない アンゼン

								推定値に関する要約統計量および検定統計量(R2, カイ2乗値等) スイテイチ カン ヨウヤク トウケイ リョウ ケンテイ トウケイ リョウ ジョウ チ トウ		安全 アンゼン

								相関係数 ソウカン ケイスウ		安全 アンゼン









図 「安全な」統計の決定に関するチャート(decision tree)
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その統計は「安全」なタイプの統計

か？
ex. この回帰分析の結果あるいは統計表

は安全なタイプの統計か？

いいえ
この統計表は安全なタイプ

の統計ではない。

その特定の分析結果は「安

全」な統計か？

はい
この特定の表は

安全である

はい
この回帰分析の結果は安全

なタイプの統計である。

公表

いいえ
この特定の表は

安全ではない

秘匿措置は適用可能か？

はい

再度チェックを行う

いいえ

公表しない

出所 Ritchie and Welpton(2015)
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						統計のタイプ トウケイ		分析結果のタイプ ブンセキ ケッカ		安全か安全でないか アンゼン アンゼン

								度数表(Frequency tables) ドスウ ヒョウ		安全でない アンゼン

								数量表(Magnitude tables) スウリョウ ヒョウ		安全でない アンゼン

								最大値，最小値，パーセンタイル(メディアンを含む) サイダイチ サイショウチ フク		安全でない アンゼン

								最頻値 サイヒンチ		安全 アンゼン

								平均値，指数，比率，指標 ヘイキンチ シスウ ヒリツ シヒョウ		安全でない アンゼン

								集中度(Concentration rations) シュウチュウド		安全 アンゼン

								分布に関する高次のモーメント(分散，共分散，尖度，歪度を含む) ブンプ カン コウジ ブンサン キョウブンサン センド ワイド フク		安全 アンゼン

								グラフ，実際のデータに関する絵入りの表現(pictorial representation) ジッサイ カン エイ ヒョウゲン		安全でない アンゼン

						相関係数と回帰分析 ソウカン ケイスウ カイキ ブンセキ		線形回帰モデルにおける回帰係数 センケイ カイキ カイキ ケイスウ		安全 アンゼン

								非線形回帰モデルにおける回帰係数 ヒセンケイ カイキ カイキ ケイスウ		安全 アンゼン

								推定値の残差 スイテイチ ザンサ		安全でない アンゼン

								推定値に関する要約統計量および検定統計量(R2, カイ2乗値等) スイテイチ カン ヨウヤク トウケイ リョウ ケンテイ トウケイ リョウ ジョウ チ トウ		安全 アンゼン

								相関係数 ソウカン ケイスウ		安全 アンゼン
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その統計は「安全」なタイプの統計か？
ex. この回帰分析の結果あるいは統計表は安全なタイプの統計か？

いいえ
この統計表は安全なタイプの統計ではない。

その特定の分析結果は「安全」な統計か？

はい
この特定の表は安全である

はい
この回帰分析の結果は安全なタイプの統計である。

公表

いいえ
この特定の表は安全ではない

秘匿措置は適用可能か？

はい

再度チェックを行う

いいえ

公表しない





公的統計データの提供形態

⇒データの秘匿性と利用者のニーズに合わせた形で様々な
チャンネルが存在

①統計表(集計結果表)の公表およびオープンデータ化

②匿名化ミクロデータ(個票データに匿名化処理が施された
データ)の提供

③個票データの提供

④オーダーメイド集計

21

4．わが国における公的統計データの提供と
匿名化措置



わが国においては，統計法(平成19年法律第53号)の全面施行に伴い，平成21
年４月より，公的統計のミクロデータの提供が進められてきた。

↓
わが国における公的統計データの提供状況

①統計表(集計結果表)およびオープンデータ

⇒e-Statによる統計表の公表, API機能の整備や統計GISの整備

②匿名化ミクロデータ

⇒「匿名データ」 （統計法第2条第12項）として提供

→統計法第36条

・国勢調査等，世帯・人口系の7調査に関する匿名データが現在提供されているが,
1種類の匿名データしか提供されていない。

③個票データ

⇒「調査票情報」 (統計法第2条第11項) として提供

→統計法第33条

④オーダーメイド集計

⇒様々な統計調査を対象に有料でオーダーメイド集計が可能

→統計法第34条(委託による統計の作成等)

22



23
出所 伊藤(2016a)

図　わが国における公的統計データの提供形態に関する概略図
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参考 統計法におけるミクロデータの提供に関する条文

（調査票情報の提供）

第三十三条 行政機関の長又は届出独立行政法人等は，

次の各号に掲げる者が当該各号に定める行為を行う場合に
は，その行った統計調査に係る調査票情報を，これらの者に
提供することができる。

一 行政機関等その他これに準ずる者として総務省令で定

める者 統計の作成等又は統計を作成するための調査に係
る名簿の作成

二 前号に掲げる者が行う統計の作成等と同等の公益性を

有する統計の作成等として総務省令で定めるものを行う者
当該総務省令で定める統計の作成等

24



（匿名データの作成）
第三十五条 行政機関の長又は届出独立行政法人等は，その行っ
た統計調査に係る調査票情報を加工して，匿名データを作成するこ
とができる。
２ 行政機関の長は，前項の規定により基幹統計調査に係る匿名
データを作成しようとするときは，あらかじめ，統計委員会の意見を聴
かなければならない。
(1)行政機関は，統計委員会へ匿名データ作成について諮問を行う。
(2)統計委員会内に設置されている匿名データ部会において，基幹統計調査
の匿名データに関する匿名性の検討が行われる。匿名データ部会の審議
内容は，統計委員会に報告される。
(3) 統計委員会において基幹統計調査の匿名データの作成に関する答申が
出されると，行政機関は匿名データの作成・提供を行う。

（匿名データの提供）
第三十六条 行政機関の長又は届出独立行政法人等は，学術研究
の発展に資すると認める場合その他の総務省令で定める場合には，
総務省令で定めるところにより，一般からの求めに応じ，前条第一項
の規定により作成した匿名データを提供することができる。
⇒調査票情報や匿名データの適正管理(第四十二条)，守秘義務(第
四十三条)，罰則規定(第六十一条）あり。
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匿名データの作成・提供に関するガイドライン

（総務省政策統括官（統計基準担当）決定） (以下『ガイドライン』)
(1)匿名データ提供の申出者および利用者の範囲(12頁)
・自ら責任を持って学術研究の発展に資すると認められる利用を行い
得る者

・高等教育の発展に資すると認められる利用を行い得る者

・国際比較統計利活用事業を行い得る者

⇒学術研究や高等教育の発展に資すると認められる場合に限り，匿
名データの提供が認められる。

←利用目的の明示

(2)匿名データの申出者は，利用申出の際に，匿名データの利用期間，
利用場所・保管場所を明示する必要がある。

←利用する場所の指定

＊わが国の匿名データは，Public Useな匿名化ミクロデータでは
ない←オープンデータではない。
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匿名化処理：「基本的には，調査単位とミクロデータの対応関係を特
定されないようにする」こと

⇒各種匿名化技法(『ガイドライン』別紙2)を組み合わせて匿名化処
理を行う。

『ガイドライン』で記載されている匿名化技法

・ 識別情報の削除

・ 匿名データの再ソート（配列順の並べ替え）

・ 識別情報のトップ（ボトム）・コーディング

・ 識別情報のグルーピング（リコーディング）

・ リサンプリング

・ミクロデータのソート

・ スワッピング

・誤差の導入

＊国勢調査の匿名データの作成において,初めてスワッピングが用いられる。

＊＊主として外観識別性の高い属性に対して,匿名化処理が適用されると考えら
れる。 27

匿名データにおける匿名化処理の考え方(『ガイドライン』別紙1)



統計法第33条の運用に関するガイドライン
(総務省政策統括官(統計基準担当)決定)

・調査票情報の作成・提供に関する手続き上のルール
が詳細に記載されている。

・現行のガイドラインのもとでは，政府統計の個票デー
タの利用申請を行う場合，実証分析を行う上で最低限
必要な調査事項(変数)のみの利用が想定されている。

⇒個票データの提供については，オンサイト施設によ
る利用に関する検討が進められている。
→事後チェック型の調査票情報の利用(小林(2012))

に基づくさらなる探索的な研究の可能性
⇒ 分析結果の秘匿性のチェックに関する具体的な基準
の必要性
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5.おわりに
・本報告では，諸外国における公的統計ミクロデータの提供状況を明らか
にした上で,わが国の公的統計における二次的利用の現状を明らかにした。

・諸外国では,匿名化ミクロデータの提供,オンサイト施設やリモートアクセス
による個票データの利用サービス等,複数のチャンネルによる公的統計のミ
クロデータの提供が進められている。
⇒わが国の公的統計のミクロデータに関しても，秘匿性のレベルに留意し
つつ，利用者のニーズも踏まえた上で，データ提供に関する様々な形態が
模索されるものと思われる。

・諸外国においては，学術研究を指向した特定の利用者に限定したデータ
の提供(ex.オンサイト施設やリモートアクセスによる利用等)とオープンな形
で利用可能なデータ(オープンデータ，public use file等)の公開は，明確に区
別した上で行われている。
⇒わが国の匿名データにおける今後の位置付け

・海外の統計作成部局の中には,個票データの分析結果のチェックにおい
て，有用性と秘匿性の両面からprinciple-based approachの適用可能性を追
究している国が少なくない→わが国のオンサイト利用のあり方を議論する
上でも参考になりうる。
⇒分析結果のチェックを行う担当者の審査技術の養成だけでなく,個票デー
タを分析する研究者の側においても秘匿措置に関する基本的な知識の習
得が必要になるだろう。 29
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